
（単位：百万円）

金　　　　　額 金　　　　　額

343,621 5,940,337
31,526 319,674
5,854 429,048

495,599 160,494
213,588 112,204
412,830 174,084

3,089,106 1,065,979
△3,370 227

4,176,902 313,026
12,327 591,274

578,549 267
408,706 3
14,874 2,042
10,654 588,961

181 2,389
13,828 6,417

△121,934 13,828
9,128,987

476,296
43,558
43,558

116,124
11,035
105,088

繰 越 利 益 剰 余 金 105,088
△72,558
563,420
△9,402
△1,769

△11,172
1,611

553,859

9,682,847 9,682,847

純 資 産 の 部 合 計

株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
新 株 予 約 権

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

( 純 資 産 の 部 ）
資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

繰 延 税 金 負 債
賞 与 引 当 金

支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計

( 負 債 の 部 ）
預 金

借 用 金
外 国 為 替

そ の 他 負 債

資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

外 国 為 替
未 収 金

無 形 固 定 資 産
債 券 繰 延 資 産

そ の 他 資 産
有 形 固 定 資 産

科 目 科 目

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

( 資 産 の 部 ）
現 金 預 け 金

買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産

コ ー ル ロ ー ン
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

投 資 損 失 引 当 金
貸 出 金

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

譲 渡 性 預 金
債 券
コ ー ル マ ネ ー
債券貸借取引受入担保金
特 定 取 引 負 債

社 債

未 払 法 人 税 等
リ ー ス 債 務

第 11 期　 中　 間 　決　 算 　公　 告

平成２２年１１月３０日

　  　　　　　　　　  中 間 貸 借 対 照 表 (平成２２年 ９ 月３０日現在）

東京都千代田区内幸町二丁目１番８号

株式会社　新生銀行
代表取締役社長　当麻　茂樹
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（単位：百万円）

金 　　　　　　　　　額

113,563

64,840

（ 38,181 )

（ 20,513 )

7,092

10,960

20,118

10,552

107,429

28,232

（ 18,297 )

（ 6,871 )

5,402

5,479

4,278

31,263

32,772

6,134

6,679

2,044

10,769

△365

1,820

1,454

9,314

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

（ う ち 社 債 利 息 ）

役 務 取 引 等 費 用

特 定 取 引 費 用

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）

（うち有価証券利息配当金）

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

科 目

中 間 損 益 計 算 書 平成２２年 ４ 月 １ 日から
平成２２年 ９ 月３０日まで
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準  

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市

場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という）の取引

については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び

「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特

定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決

算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決

算日において決済したものとみなした額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間期中の受払利息等に、有

価証券、金銭債権等については前期末と当中間期末における評価損益の増減額を、派生

商品については前期末と当中間期末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加

えております。 

なお、特定取引資産及び特定取引負債に含まれる派生商品のみなし決済額の見積に当

たり、流動性リスク及び信用リスクを加味した評価を行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引を除く）については時価法（売

却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平均法によ

る償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移

動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算

日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握

することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により

行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

おります。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ

方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行ってお

ります。 

４．買入金銭債権の評価基準及び評価方法 

売買目的の買入金銭債権（特定取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

５．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産の減価償却は、建物及び動産のうちパソコン以外の電子計算機（Ａ

ＴＭ等）については定額法、その他の動産については定率法を採用し、年間減価償

却費見積額を期間により按分し計上しております。また、主な耐用年数は次のとお

りであります。 
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建 物  13 年～50 年 

その他   2 年～15 年 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用の

ソフトウェアについては、行内における利用可能期間（5年）に基づいて償却してお

ります。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の

減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額

については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、そ

れ以外のものは零としております。 

６．繰延資産の処理方法 

繰延資産は、次のとおり処理しております。 

(1) 社債発行費 

社債発行費はその他資産に計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却して

おります。 

また、社債は償却原価法（定額法）に基づいて算定された価額をもって中間貸借対

照表価額としております。 

(2) 債券発行費用 

債券発行費用は債券繰延資産として計上し、債券の償還期間にわたり定額法により

償却しております。 

７．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻

先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後

の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という）に係

る債権については、以下の大口債務者に係る債権を除き、債権額から、担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支

払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者及び従来よりキャッシュ・フロ

ー見積法（後述）による引当を行っていた債務者で、今後の債権の元本の回収及び

利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債務者の

うち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キャッシュ・

フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差

額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てておりま
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す。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者のうち

与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存期間を算定

し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を引き当てており

ます。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実

績率等に基づき計上しております。 

特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を

特定海外債権引当勘定として計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部門が資産査定を実施し、

当該部門から独立した資産査定管理部門が査定結果を検証しており、その査定結果

に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から

担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見

込額として債権額から直接減額しており、その金額は 97,307 百万円であります。 

 (2) 投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状

態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 

 (3) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給

見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。 

 (4) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる

額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の損益処理方法

は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間による定額法により

損益処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間による定額法により按

分した額を、それぞれの発生年度から損益処理 

なお、会計基準変更時差異（9,081百万円）については、15年による按分額を費用

処理することとし、当中間期においては同按分額に12分の６を乗じた額を計上して

おります。 

８．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式

及び関連法人等株式を除き、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

９．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ

によっております。 

「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」
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（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告

第24号」という）に規定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、相

場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段

である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してお

ります。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性を評価しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

繰延ヘッジまたは時価ヘッジによっております。 

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告

第25号」という）に規定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、外

貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に

見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘ

ッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建子会社・子法人等株式及び関連法人等株式並びに外貨建その他有価

証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外

貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価

以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時

価ヘッジを適用しております。 

(3) 内部取引等 

デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引につい

ては、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に

対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格

なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行ってい

るため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は

消去せずに損益認識または繰延処理を行っております。 

10．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

11．連結納税制度の適用 

当行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当中間期から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、税引前中間純利益は1,367百万円減少しております。また、当会計基準

等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,057百万円であります。  

 

表示方法の変更  

（中間貸借対照表関係） 

  前中間期において、｢その他資産｣に含めて表示していた「未収金」（前中間期末残

高286,490百万円）は、当中間期において資産総額の100分の５を超えたことから、区

分掲記しております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額 495,625 百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引

並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取

引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自

由に処分できる権利を有する有価証券で、当中間期末に当該処分をせずに所有してい

るものは32,480百万円であります。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は10,179百万円、延滞債権額は273,091百万円でありま

す。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号の

イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であり

ます。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営

再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であ

ります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は1,766百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３

月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,566百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな
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いものであります。 

６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計

額は289,604百万円であります。 

なお、上記３.から６.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引とし

て処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形

及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有し

ておりますが、その額面金額は193百万円であります。 

８．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計制

度委員会報告第３号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出金元

本の当中間期末残高の総額は、37,204百万円であります。 

原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計

上額は、15,366百万円であります。 

９．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

現金預け金 10 百万円 

有価証券 972,861 百万円 

貸出金 254,173 百万円 

未収金 230,000 百万円 

その他資産 8,090 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 975 百万円 

コールマネー 120,000 百万円 

債券貸借取引受入担保金 112,204 百万円 

借用金 924,379 百万円 

その他負債 18 百万円 

支払承諾 914 百万円 

上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用と

して、有価証券218,226百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は269百万円、保証金は6,334百万円、

デリバティブ取引の差入担保金は6,971百万円であります。 

10．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行

の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限

度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実

行残高は、3,386,933百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のものまたは

任意の時期に無条件で取消可能なものが3,207,013百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実

行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは

ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当

の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額

をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応
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じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行

内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措

置等を講じております。 

11．有形固定資産の減価償却累計額19,205百万円 

12．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特

約付借入金102,500百万円が含まれております。 

13．社債には、劣後特約付社債300,786百万円が含まれております。 

14．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によ

る社債に対する当行の保証債務の額は44,455百万円であります。 

15．１株当たりの純資産額281円19銭 

16．当行子会社である新生フィナンシャル株式会社及びシンキ株式会社は、消費者ロー

ン債権を新生信託銀行株式会社に信託譲渡して証券化取引を行っておりますが、新生

フィナンシャル株式会社及びシンキ株式会社が当該信託債権に係る過払利息返還債務

を負担できない場合等により、新生信託銀行株式会社の銀行勘定に損失が発生した際

には、当行が当該損失を負担する旨の書簡を新生信託銀行株式会社に差入れておりま

す。なお、当行に損失の発生する可能性は非常に低いものと判断しております。 

17. 銀行法施行規則第19条の２第１第３号ロ(10)に規定する自己資本比率（国内基準）

は11.97％であります。 

 

 

（中間損益計算書関係） 

１.「その他経常収益」には、金銭の信託運用益9,011百万円を含んでおります。 

２.「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額25,208百万円、貸出金償却6,116百万円

を含んでおります。 

３.「特別利益」には、償却債権取立益2,182百万円、社債等消却益4,336百万円を含んで

おります。 

４ .「特別損失」には、｢資産除去債務に関する会計基準｣（企業会計基準第18号平成20年

３月31日）及び｢資産除去債務に関する会計基準の適用指針｣ (企業会計基準適用指針第

21号平成20年３月31日 )の適用に伴い期首時点で発生する影響額1,303百万円を含んで

おります。 

５．１株当たり中間純利益金額4円74銭 

６．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、

希薄化効果を有しないため記載しておりません。 
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（有価証券関係） 

中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の有価証券として会計処

理している信託受益権が含まれております。 

 

１．満期保有目的の債券（平成22年９月30日現在） 

 

種類 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

(百万円) 

差額（△は損）

(百万円) 

国債 293,243 298,750 5,506

社債 69,496 70,579 1,083

その他 40,224 43,654 3,429

時価が中間貸

借対照表計上

額を超えるも

の 小計 402,964 412,984 10,019

国債 - - -

社債 - - -

その他 10,077 9,286 △791

時価が中間貸

借対照表計上

額を超えない

もの 小計 10,077 9,286 △791

合計 413,042 422,271 9,228

 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成22年９月30日現在） 

 中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額（△は損）

（百万円） 

子会社・子法人等株式 97,801 49,165 △48,636

 

(注 ) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関

連法人等株式 

 中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 389,711

関連法人等株式 3,044

合計 392,755

  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表の「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」に含めて

おりません。 
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３．その他有価証券（平成22年９月30日現在） 

 

種類 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

取得原価 

(百万円) 

差額 

（△は損） 

(百万円) 

株式 473 332 140

債券 1,050,880 1,047,080 3,799

国債 981,335 978,728 2,606

地方債 1,802 1,725 76

社債 67,743 66,626 1,117

その他 131,715 123,970 7,745

中間貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 

小計 1,183,069 1,171,383 11,685

株式 8,856 13,362 △ 4,505

債券 758,708 763,844 △ 5,135

国債 503,446 505,313 △ 1,866

地方債 - - -

社債 255,262 258,531 △ 3,268

その他 169,065 174,425 △ 5,360

中間貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 

小計 936,630 951,632 △ 15,001

合計 2,119,700 2,123,016 △ 3,315

 

（注１）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 中間貸借対照表計上額（百万円）

株式 6,760

その他 62,720

合計 69,481

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

（注２）中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次

のとおりであります。 

 金額(百万円)

評価差額 

その他有価証券 △3,315

時価を把握することが極めて困難な有価証券に区分

している投資事業有限責任組合等の構成資産である

その他有価証券 151

流動性が乏しいことにより過年度に「その他有価証

券」から「満期保有目的の債券」へ保有目的を変更

した有価証券 △6,238

その他有価証券評価差額金 △9,402

 

４.減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時

価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回

復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間貸借対照表価額とし、評価差

額を当中間期の損失として処理(以下、「減損処理」という)しております。当中間期に
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おけるこの減損処理額は2,052百万円（うち、社債1,856百万円、その他の証券196百万

円）であります。 

時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有

価証券発行会社の区分毎に次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落  

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落 

正常先 時価が取得原価に比べて50％以上下落 

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、

実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状

況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後

の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻

懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。 

 

 

（金銭の信託関係） 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成22年９月30日現在） 

 中間貸借対

照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

う ち 中 間

貸 借 対 照

表 計 上 額

が 取 得 原

価 を 超 え

るもの 

(百万円) 

う ち 中 間

貸 借 対 照

表 計 上 額

が 取 得 原

価 を 超 え

ないもの 

(百万円) 

その他の金銭の

信託 

 

87,065 

 

87,065

 

－ 

 

－ 

 

－ 

（注）「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間貸借対照計

上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

      

なお、満期保有目的の金銭の信託はありません。 
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（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおり

であります。  

 

繰延税金資産   

 貸倒引当金及び貸出金償却損金算入限度超過額 89,536 百万円 

有価証券価格償却超過額 52,934  

 税務上の繰越欠損金 49,361  

 特定金銭信託評価損益 15,587  

  繰延ヘッジ損失に係る一時差異 9,040  

 その他有価証券の時価評価に係る一時差異 5,096  

  金銭の信託未収配当金 3,910  

 その他 20,443  

繰延税金資産小計 245,910  

評価性引当額 △238,437  

繰延税金資産合計 7,473  

繰延税金負債   

繰延ヘッジ利益に係る一時差異 13,890  

繰延税金負債合計 13,890  

繰延税金負債の純額 6,417 百万円 
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